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１．試験実施業務に関する民間競争入札実施要項標準例策定の趣旨 

 

試験実施業務は、官民競争入札等監理委員会（以下「監理委員会」という。）において令和

４年度までに８種類の民間競争入札実施要項（以下「実施要項」という。）の審議が行われて

いる。 

試験 府省等 

情報処理技術者試験 （独）情報処理推進機構（経済産業省） 

通訳案内士試験 （独）国際観光振興機構（国土交通省） 

公認会計士試験 財務省、金融庁 

医師国家試験外 11 試験

※ 
厚生労働省 

計量士国家試験 経済産業省 

大学入試センター試験 （独）大学入試センター（文部科学省） 

土壌汚染対策法に基づ

く技術管理者試験 

環境省 



 
 

測量士・測量士補試験 国土交通省 

    ※平成２８年度まで診療放射線技師国家試験外５試験 

総務省では、これらの実施要項及び既に作成されている「施設の管理・運営業務に関する官

民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項標準例」（総務省行政管理局公共サービス改革

推進室）を基にして、各府省における実施要項案の作成・検討に資するよう、試験実施業務に

おける実施要項の標準例（以下「標準例」という。）を策定することとした。 

なお、標準例については、今後とも実例の蓄積や監理委員会における実施要項案の審議、民

間競争入札の実施状況等を踏まえ、不断に見直しを行うこととする。 

 

２．標準例策定の目的及び位置付け 

標準例は、国の行政機関等による実施要項案の作成、監理委員会における実施要項案の審議

等において活用されるとともに、これら一連のプロセスの合理化・効率化にも資するよう、競

争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」とい

う。）第 14 条の規定を踏まえ、実施要項に記載が必要な事項について取りまとめたものであ

る。 

実施要項案の作成に当たっては、法及び基本方針の定めに従うとともに、「官民競争入札及

び民間競争入札の実施要項に関する指針」（平成 31 年３月８日）、「実施要項における従来の

実施状況に関する情報の開示に関する指針」（平成 26 年５月 21 日）及び「官民競争入札及び

民間競争入札の実施要項案の作成及び審議の進め方」（平成 29 年 12 月 19 日官民競争入札等

監理委員会事務局）の内容に留意しつつ行うほか、更に標準例の内容を参考とすることが望ま

しい。 

なお、標準例は過去の事例を参考に策定したものであり、具体的な実施要項案の作成に当た

っては、当該試験の特性や入札の対象とする業務範囲等の個別の事情を反映させる必要があ

る。 
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１．趣旨 
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」とい

う。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受

する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、

透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、

より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。上記を踏まえ、【国の行政

機関等の長等】は、公共サービス改革基本方針（令和＃年＃月＃日閣議決定）別表において民間

競争入札の対象として選定された＃＃試験実施業務（以下「試験実施業務」という。）について、

公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項（以下「実施要項」という。）を定め

るものとする。なお、試験実施業務の実施に当たっては、その重要性に鑑み、公正かつ適格に実

施しなければならないとする＃＃試験実施業務全般の政策目標に十分配慮するものとする。  

閣議決定の日付については、当該事業が最初に別表に記載された閣議決定日を記載する。なお、

新プロセス対象事業については、最初に（別表）新プロセス移行事業一覧に記載された閣議決定

日を記載する。 

事業の趣旨・目的、アウトカム（当該業務で目指すべき成果）を明示すること。新規参入者に

も事業の目的等が伝わるよう配慮すること。 

 

 

２．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関

する事項 
 

（１）対象公共サービスの詳細な内容 
① 試験の概要 

イ 試験の目的 

＃＃試験は、＃＃法（＃年＃月＃日法律第＃号）第＃条に基づき、＃＃＃＃＃を有する

かどうかを判定するものである。   

ロ 試験実施業務の主体 

試験実施業務は、＃法第＃条に基づき、【試験実施業務の主体】が行っている。 

ハ 出願者数 

出願者数は、年約＃人である。（令和＃年～＃年までの平均） 

直近３か年で記載すること。 

 

ニ 試験科目   

    試験科目は、＃＃である。 
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ホ 試験形式 

試験形式は、＃＃（【例】短答式、論文式、口述）である。 

ヘ 試験実施時期 

試験実施時期は、毎年＃回、例年＃月頃に実施する。 

② 入札対象事業 

イ 用語の定義 

（【例】 (ｲ)「会場責任者」とは、担当する試験会場の責任者として、試験監督員及び管理員を指

揮して試験実施について総括的な監督及び管理を行う者をいう。 

(ﾛ)「試験監督員」とは、担当する試験室の責任者として、受験者への指示、説明及び非常

時における受験者への対応に当たるとともに、試験の監督業務を行う者をいう。 

(ﾊ)「管理員」とは、会場内外における受験者の案内・誘導、問題冊子・答案用紙などの試

験室への配分、回収点検、整理、各試験室との連絡等を行う者をいう。) 

ロ 事業期間 

令和＃年＃月＃日から令和＃年＃月＃日までとする。   

ハ 入札対象地域 

入札対象地域は、＃＃(【例】 北海道（札幌試験会場）、宮城県（仙台試験会場）、東京

都（東京試験会場）、愛知県（名古屋試験会場）、大阪府（大阪試験会場）、広島県（広島試

験会場）、香川県（高松試験会場）、福岡県（福岡試験会場）、沖縄県（那覇試験会場）の全

国９か所)とする。 

ニ 事業内容   

(ｲ)試験会場の確保等業務  

a.《会場確保》（＃月まで） 

従来の借上げ会場の実績及び出願状況等を参考に、試験会場（試験室及び試験事務

室）を＃か所確保すること。なお、試験会場については、＃＃（【例】空調設備を完備

したもの。試験監督員等が受験者に個別に問題等を容易に配付できる広さの通路。各

受験者の間に１席分以上の間隔。障害者用の試験会場）を確保すること。 

b.《会場案内図の作成》（＃月まで） 

最寄りの交通機関からの道順、目標物等を明示した試験会場の案内図を作成し、【国

の行政機関等の長等】に送付すること。 

c.《初年度の試験会場の確保に係る注意》 

民間事業者は、契約期間中の初年度においては、可能な限り【国の行政機関等の長等】

（又は従前の受託事業者）が内諾（又は使用許可）を受けた試験会場を使用すること。

なお、内諾を受けた試験会場における使用許可は、民間事業者が自ら取得すること。 

「使用の許可」であるのか、「内諾」であるため「使用許可」を得る必要があるのか、明確に記

載すること。 
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d.《契約終了以降の次回試験会場の使用許可》 

民間事業者は、契約終了以降の＃＃年度の試験会場について内諾（又は使用許可）を

受け、書面をもって【国の行政機関等の長等】に引き継ぐこと。 

民間事業者は「使用許可」を得るのか、「内諾」で良いのか明確に記載すること。 

 

(ﾛ)試験案内等作成、配付業務 

a.《試験案内等の印刷》（＃月まで） 

民間事業者は、【国の行政機関等の長等】が示す原稿により試験案内・受験願書（以

下「試験案内等」という。）を作成、印刷すること。印刷した試験案内等の納入先は、

＃＃(【例】民間事業者、関係団体及び【国の行政機関等の長等】)とし、それぞれへの

納入部数並びに全体の印刷部数については、【国の行政機関等の長等】と協議の上、決

定すること。また、試験案内等の電子媒体を【国の行政機関等の長等】へ納入すること。 

【参考】 令和＃年度から令和＃年度の印刷部数 

令和＃年度 印刷部数 ＃ 部 

（【国の行政機関等の長等】分＃ 部、関係団体分＃部） 

令和＃年度 印刷部数 ＃ 部 

（【国の行政機関等の長等】分＃ 部、関係団体分＃部） 

b.《試験案内等の配付》（＃月まで） 

民間事業者は、受験希望者からの請求に応じ、試験案内等の配付を行うこと。また、

受験希望者から試験案内等の内容、受験願書の記載方法等について問合せがあった場

合は適切に対応すること。 

(ﾊ)受験願書受付、審査業務  

a.《受験願書等の受付》（＃月～＃月） 

民間事業者は、郵送での書面申請による受験願書の受付を行うものとする。受験願書

の送付先は、個人情報が記入され収入印紙が貼付された受験願書を管理するのに適当

な場所をあらかじめ民間事業者において確保すること。 

b.《受験願書等の審査》（＃月～＃月） 

受付に当たっては、受験願書記載事項の記載漏れ、記載誤りなどがないか、試験免除

がある場合はその証明となる免除通知書等の添付があるか、受験手数料相当額の収入

印紙（受付証明書や振込証明書）が貼付されているか、受験票返信用封筒の同封漏れ・

切手の未貼付がないかなどを審査し、不備があった場合は、必ず本人に確認し補正する

こと。なお、民間事業者において判断できない重要な記載不備等が認められた場合に

は、【国の行政機関等の長等】と協議すること。また、受験者の氏名、年齢、生年月日

等の個人情報が、他人に漏洩しないように厳重に管理すること。 
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c.《変更届の受付、処理》（＃月～＃月） 

民間事業者は、変更届の受付及び処理について、随時出願者から受験願書へ記載した

事項の変更に係る届出及び申請した試験地の変更に係る届出があった場合は、適切に

対応すること。なお、試験地変更の届出については、転勤等のやむを得ない事情がある

場合のみ認められる。試験地変更の届出は試験案内に定めた期限内の提出以外は認め

ないこととする。 

【参考】 令和＃年度から令和＃年度の変更届の受付件数 

令和＃年度  ＃ 件  

令和＃年度  ＃ 件  

令和＃年度  ＃ 件  

d.《受験願書等の処理》（＃月～＃月） 

民間事業者は、審査の結果、受験願書等に不備がない場合は、＃＃（【例】事務処理

要領に基づき、その受験願書に受験番号を付し、裏面には試験会場の場所を記載する事

務処理）をすること。 

(ﾆ)出願データ作成、試験室の割付業務  

a.《出願データ作成》（＃月～＃月） 

民間事業者は処理作業が完了した受験願書等に基づき、【国の行政機関等の長等】が

指定する様式により出願データを作成する。 

b.《出願者の試験室割付け》（＃月～＃月） 

民間事業者は、＃＃＃（【例】【国の行政機関等の長等】が提供する「国家試験事務処

理要領」及び「国家試験事務処理細則」）のとおり試験室の割付けを行う。 

c.《出願データ等の報告》（＃月） 

民間事業者は受験願書等の受付を締め切った日から＃＃以内に、出願データ及び試

験室の割付けについて、【国の行政機関等の長等】に報告する。 

(ﾎ)受験票等の作成・送付業務（＃月） 

民間事業者は、事業内容に基づき受験票及び受験上の注意（以下「受験票等」という。）

を作成する。民間事業者は、試験日の＃月前までに、受験票等を、出願者へ一斉に発送す

ること。なお、宛先不明等で返還された受験票等ついては、出願者に直接電話連絡を行う

ことなどにより、必ず本人の手元に届くようにすること。  

受験票等の発送について民間事業者が送料を負担する場合は、その旨記載すること。 

 

【参考】 令和＃年度から令和＃年度の宛先不明等で返還された受験票等 

令和＃年度  ＃ 件  

令和＃年度  ＃ 件  

令和＃年度  ＃ 件  
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(ﾍ)受験願書の引渡業務（＃月まで） 

民間事業者は、＃月までに受験願書を【国の行政機関等の長等】へ送付すること。 

(ﾄ)会場責任者等の確保及び割付業務  

a.《会場責任者等の確保》（＃月まで） 

民間事業者は、次に掲げる選定基準及び人数の基準を目安に、試験会場ごとに試験

実施当日の会場責任者、試験監督員及び管理員（以下、「会場責任者等」という。）を決

定すること。また、会場責任者等の名簿及び各試験会場の人員配置表を作成し、【国の

行政機関等の長等】へ提出すること。 

〈会場責任者等の選定基準〉 

会場責任者については、＃＃を充てる（望ましい）。 

（【例】国家試験の運営業務の経験者を充てる。民間事業者の従業員とすることが望

ましい。） 

試験監督員については、＃＃を充てる（望ましい）。 

（【例】国家試験の立会いを３回以上経験している者を充てる。試験監督の経験があ

る者であることが望ましい。） 

〈会場責任者等の人数の基準〉 

民間事業者は、試験実施業務に支障を来さないよう、【国の行政機関等の長等】の想

定する実施体制（【例】１試験会場１日当たり会場責任者１名及び試験監督員２名、１

試験室当たり管理員１名、受験者 50 名当たり管理員２名。最低でも各試験室に試験監

督員１名及び管理員２名の３名を配置すること。）を目安として、会場責任者等を確保

すること。 

また、会場の規模・状況に応じて所要の警備員、看護師等を確保すること。 

なお、試験時間中のトイレ等への同行を行うことも考慮し、試験監督員等の確保に

当たっては、その男女比にも配慮すること。 

b.《連絡窓口》 

【国の行政機関等の長等】との連絡窓口は、＃＃（【例】会場責任者）とする。 

(ﾁ)会場準備業務 

a.《試験会場の準備》 

試験が適切に実施できるよう、試験開始前までに試験会場を準備すること。 

b.《備品・消耗品の準備》 

民間事業者は、従来の実施に要した備品・消耗品を参考に、試験実施に必要なものを

準備しておくこと。 

（「別紙２」３－２ 従来の実施に要した備品・消耗品 参照） 

(ﾘ)試験実施マニュアル等の作成等業務  

a.《試験実施マニュアル等の作成》（＃月まで） 

民間事業者は、入札説明会時に【国の行政機関等の長等】が提供する「＃＃マニュア
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ル」「＃＃マニュアル」を参考に、試験実施マニュアル等を作成し、試験実施の＃か月

前までに【国の行政機関等の長等】に提出し承認を受けること。 

b.《試験実施マニュアル等の遵守徹底のための措置》（＃月まで） 

民間事業者は、試験日の少なくとも＃週間前までに上記の試験実施マニュアルを、会

場責任者等の人数分印刷し、各々の会場責任者等に配付するとともに、熟読させるこ

と。また、試験日よりも前に、会場責任者等を対象とした試験実施業務に関する説明会

を開催し、試験実施マニュアルを遵守することを徹底するとともに、円滑に試験が実施

できるよう措置を講じておくこと。 

(ﾇ)試験関係書類の印刷等業務  

a.《試験関係書類の印刷・校正》（＃月まで） 

民間事業者は、【国の行政機関等の長等】が作成した試験問題の原稿を受け取り、試

験問題の印刷・校正を行うこと。 

b.《梱包・保管》 

民間事業者は、試験会場ごと、試験教室ごとに試験問題、答案用紙及び教室別記録表

の梱包作業を行い、試験問題の漏洩がないよう保管すること。 

(ﾙ)試験会場の運営業務 

民間事業者は、試験実施マニュアル等に基づき、試験会場の運営を行うこと。 

(ｦ)解答データ作成等業務（＃月まで）  

a.《解答データ作成》 

民間事業者は、個々の答案用紙の解答内容及び教室別記録表の内容を読み取り、その

データを【国の行政機関等の長等】へ提出すること。なお、答案用紙の解答内容の判断

に困ったときは、【国の行政機関等の長等】に相談すること。 

b.《答案用紙の引渡し》 

民間事業者は、解答内容のデータ読み取り作業の終了後、作業を終えた答案用紙の原

本を【国の行政機関等の長等】に提出すること。 

(ﾜ)合格通知等作成業務（＃月まで） 

a.《合格通知作成》 

民間事業者は、【国の行政機関等の長等】が提供する合格者データに従い、指定され

た様式で合格通知を作成すること。 

b.《合格証の台紙作成》 

民間事業者は、【国の行政機関等の長等】が提供する原稿を基に、合格証書の台紙を

印刷し、＃月までに、【国の行政機関等の長等】に提供すること。 

 

c.《合格者用冊子作成》 

民間事業者は、【国の行政機関等の長等】が提供する原稿を基に、＃月までに「＃＃」

（【例】合格者用手引）の冊子を印刷すること。なお印刷部数については、合格者人数に
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予備分の＃部程度を加えた冊数とする。 

【参考】令和＃年度から令和＃年度までの印刷部数 

令和＃年度＃冊、令和＃年度＃冊、令和＃年度＃冊 

 

(ｶ)合格発表業務（＃月まで） 

a.《会場確保等》 

  民間事業者は合格者の人数規模に応じて、掲示による合格発表の会場を確保するこ

と。なお、会場の態様に応じて整理員の配置等、事故防止のための適切な対応をするこ

と。 

b.《掲示用資材の作成》 

民間事業者は【国の行政機関等の長等】より合格者名簿を受領し、掲示用の資材を作

成すること。 

c.《インターネットによる合格発表》 

インターネットによる合格発表は【国の行政機関等の長等】が実施する。 

d.《成績の開示》 

成績の開示を希望する者に対し、【国の行政機関等の長等】が作成する成績開示デー

タに基づき成績通知表を作成し送付する。 

【参考】 令和＃年度から令和＃年度の成績通知表送付件数 

令和＃年度  ＃ 件  

令和＃年度  ＃ 件  

令和＃年度  ＃ 件  

  民間事業者が送料を負担する場合は明確に記載すること。 

 

e.合格通知等発送業務 

民間事業者は【国の行政機関等の長等】が提供する合格者名簿に従い、合格者宛てに、

合格通知及び合格証書（以下、「合格通知等」という。）を＃＃（送付方法を明記。【例】

「簡易書留」、「圧着はがき」）で合格発表日に、一斉発送すること。なお、宛先不明等で

返還されてきた合格通知等については、合格者に電話連絡等をとり、必ず本人の手元に

届くようにすること。 

民間事業者が送料を負担する場合は明確に記載すること。 

  

【参考】 令和＃年度から令和＃年度の宛先不明等で返還された合格通知等 

令和＃年度  ＃ 件  

令和＃年度  ＃ 件  

令和＃年度  ＃ 件  
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(ﾖ)受験者等からの照会対応業務（＃月まで） 

民間事業者は、受験希望者、出願者からの問合せや苦情等には適切に対応すること。

なお、対処できない問合せや苦情については、【国の行政機関等の長等】に相談すること。 

【参考】 令和＃年度から令和＃年度の問合せ件数 

令和＃年度  ＃ 件（内訳 成績について＃件 会場について＃件･･･）  

令和＃年度  ＃ 件（内訳  ・・・） 

令和＃年度  ＃ 件 （内訳 ・・・） 

 

ホ 無償貸与物件（提供時期） 

(ｲ)マニュアル（入札説明会時） 

    （【例】「国家試験事務処理要領」、「国家試験事務処理細則」、「試験実施要領」、「会場責

任者等用手引」、「試験願書受付審査マニュアル」、「緊急時対応マニュアル」等、現在使

用中のもの） 

上記資料の開示に当たっては、第三者に公表しないこと及び民間競争入札の目的以外

には利用しない旨の誓約書を徴することとする。なお、入札に参加しない場合は、入札参

加申込期限までに、入札に参加する場合は開札日までに返却すること。 

(ﾛ)試験実施関連用具（試験実施約＃か月前） 

    （【例】「試験会場用看板」） 

 

ヘ 業務の引継ぎ  

(ｲ)現行の事業者又は【国の行政機関等の長等】からの引継ぎ 

【国の行政機関等の長等】は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び

民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

※国の行政機関等の長等からの引継ぎの場合は「当該引継ぎが円滑に実施されるよう、」以降の部

分を「民間事業者に対して必要な措置を講ずる。」に改める。 

本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、本業務の開始日までに、業務内

容を明らかにした書類等により、現行の事業者（又は【国の行政機関等の長等】）から業

務の引継ぎを受けるものとする。なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、本業

務を受注した民間事業者に発生した経費は、当該事業者が負担することとし、それ以外

の費用は現行の事業者（又は【国の行政機関等の長等】）の負担となる。 

(ﾛ)請負期間満了の際の引継ぎ 

【国の行政機関等の長等】は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回

の事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、本業務を受注した民間事業者

は、当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回の事業者に対
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し、引継ぎを行うものとする。 

  なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、本業務を受注した民間事業者に発生し

た費用は、当該事業者が負担することとし、それ以外の費用は次期事業者の負担となる。 

   ※引継ぎ費用を現行事業者に負担させることができない場合は、発注者が負担する等、  

    新たに受注する事業者の負担とならないようにする。 

  
ト 業務実施上の注意  

(ｲ)《情報セキュリティ》 

情報漏洩防止等情報セキュリティ及び個人情報保護を確保するための体制を整備

し、責任者を置くとともに、セキュリティマニュアル等を作成して【国の行政機関等

の長等】の承認を受けること。 

(ﾛ)《スケジュール協議》 

入札対象事業の工程ごとの作業方針、スケジュールを＃月までに【国の行政機関等

の長等】と協議し、策定すること。 

(ﾊ)《事故等発生時の対応》 

事故等が発生した場合は、迅速に対応するとともに、速やかに【国の行政機関等の

長等】に報告すること。 

 

（２）対象公共サービスの実施に当たり確保されるべきサービスの質   
① 試験会場の確保等業務 

イ 試験に適した会場確保 

試験会場への交通の便が良く清潔かつ静かな環境を備えた試験会場を確保すること。 

ロ 試験に適した座席配置 

過去に実施した試験の座席配置例を参考とし、余裕を持った試験室内の座席配置とする

こと。 

 

② 試験案内等作成、配付業務 

イ 試験案内等の印刷 

配付開始時点で誤字・脱字等の誤植がないこと。 

ロ 試験案内等の配付 

配付終了時点で配付漏れがないこと。 

 

③ 受験願書受付、審査業務 

イ 受験願書の受付 

受験票の発送時点で、受験願書の受付漏れ、受付ミスがないこと。 
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ロ 受験願書の審査 

受験票の発送時点で、審査ミスがないこと。 

 

④ 出願データ作成、試験室の割付業務 

イ 出願データの作成 

受験願書のデータ入力漏れ、誤入力がないこと。なお、出願者の個人データについて、

外部への漏洩がないこと。 

ロ 試験室の割付け 

試験室の割付漏れ、誤入力がないこと。 

 

⑤ 受験票等の作成、送付業務 

受験票発送の時点で、受験番号、試験会場の情報が漏れなく記載されており、受験票の

発送漏れ、誤発送がないこと。 

 

⑥ 受験願書の引渡業務 

受験願書の紛失、漏洩がなく【国の行政機関等の長等】に引き渡すこと。 

 

⑦ 会場責任者等の確保及び割付業務 

イ 選定基準及び人数の基準を目安として会場責任者等が確保されていること。 

ロ 【国の行政機関等の長等】との連絡体制が整えられていること。 

 

⑧ 会場準備業務 

試験が適切に実施できるよう、試験開始前までに試験会場が準備されていること。 

 

⑨ 試験実施マニュアル等の作成等業務 

イ 試験実施マニュアル等を作成し、【国の行政機関等の長等】の承認を受けること。 

ロ 会場責任者等を対象とした試験実施業務に関する説明会を開催し、試験実施マニュア

ルを遵守することを徹底するとともに、円滑に試験が実施できるよう措置が講じられて

いること。 

 

⑩ 試験関係書類の印刷等業務 

イ 試験問題及び答案用紙の印刷ミスがないこと。 

ロ 試験問題の漏洩がないこと。 

ハ 試験問題及び答案用紙の梱包、配送にミスがないこと。  
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⑪ 試験会場の運営業務 

次に掲げる各項に特に注意を払いつつ、民間事業者が作成した試験実施マニュアルに基づ

き、受験者を第一に考えた試験実施を適切に行うこと。 

・試験開始前までに試験問題が漏洩することがないこと。 

・試験時間の過不足がないこと。 

・不正行為の防止に努めるとともに、不正行為に対する厳正な対処を行うこと。 

・正確かつ公平な出欠確認及び本人確認を行うこと。 

・回収した答案用紙への加筆及び訂正を行わないこと。 

 

⑫ 解答データ等作成業務 

イ 読み取り漏れ、誤入力 

個々の答案内容についてのデータの読み取り漏れ、誤入力がないこと。 

ロ 外部漏洩 

答案の内容についての外部への漏洩がないこと。 

ハ 答案用紙の引渡し 

民間事業者は、解答内容のデータ読み取り作業の終了後、作業を終えた答案用紙の原本

を【国の行政機関等の長等】に提出すること。 

 

⑬ 合格通知等作成業務    

イ 合格者データの作成漏れ、入力ミス 

合格者のデータについて、作成の漏れ、入力ミスがないこと。 

ロ 合格者データの外部漏洩 

合格者データについて、外部へ漏洩がないこと。   

ハ 合格証の台紙の作成漏れ 

合格証書の台紙の作成漏れ、作成ミスがないこと。 

 

⑭ 合格発表業務 

イ 会場確保 

合格者の人数規模に応じて、掲示による合格発表の会場を確保すること。   

ロ 合格者用案内手引の印刷、発送 

    手引の印刷に不備がないこと。 

ハ 合格通知等発送業務 

合格発表日に、対象者に対して漏れなく発送し、誤発送がないこと。  

 

⑮ 受験者等からの照会対応業務 

受験希望者、出願者からの問合せや苦情等には適切に対応し、マニュアルによっても対
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処できない問合せやクレームについては、速やかに【国の行政機関等の長等】に連絡し指示

を仰ぐこと。 

⑯ その他 

イ スケジュールの遵守 

民間事業者は、５．（２）②の企画書の内容等を踏まえて各年度に策定される入札対象事

業の工程ごとの作業方針、スケジュールに沿って業務を確実に行うこと。 

ロ 試験会場周辺への配慮等 

試験会場の周辺住民の生活環境への配慮及び試験会場周辺での交通トラブルを防止する

こと。    

 

（３）創意工夫の可能性 
本業務を実施するに当たっては、以下の観点から民間事業者の創意工夫を反映し、公共

サービスの質の向上（包括的な質の向上、効率化の向上、経費の削減等）に努めるものとす

る。 

① 試験実施業務の実施全般に対する提案 

民間事業者は、別途定める様式に従い、試験実施業務の実施全般に係る質の向上の観点

から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。 

② 事業内容に対する改善提案 

民間事業者は、事業内容に対し、改善すべき提案（コスト削減に係る提案を含む。）があ

る場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を示すとともに、従来の実施状況と同

等以上の質が確保できる根拠等を提案すること。 

 

（４）契約の形態及び支払  
① 契約の形態 

契約の形態は請負契約とする。 

 

② 報酬の支払 

イ 各年度 

民間事業者が各年度において２．（１）②ニに掲げる業務全てを完了したときは、【国の

行政機関等の長等】は、当該全業務の完了を確認するための検査を行った上で、本業務の報

酬として、あらかじめ請負契約により約定された各年度の請負報酬の額を、民間事業者の請

求に基づき請求書を受理した日から 30 日以内に支払う。 

各年度の支払対象となる業務は次のとおり。 

・令和＃年度事業 

令和＃年試験における２（１）②ニ＃から＃までの業務 

令和＃年試験における２（１）②ニ＃から＃までの業務 
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・令和＃年度事業 

令和＃年試験における２（１）②ニ＃から＃までの業務 

令和＃年試験における２（１）②ニ＃から＃までの業務 

・令和＃年度事業 

令和＃年試験における２（１）②ニ＃から＃までの業務 

令和＃年試験における２（１）②ニ＃から＃までの業務 

 

ロ 部分払 

民間事業者が、各年度において２．（１）②ニの業務の全てを完了する前に、性質上可分

である各業務を完了したときは、当該各業務に対する契約金相当額（以下「部分払対象額」

という。）についての支払（以下「部分払」という。）を請求することができる。【国の行政

機関等の長等】は、部分払の請求があったときは、当該各業務が完了したことを確認する

ための検査を行った上で、請負事業の報酬として、契約金相当額のうち部分払対象額を、

請求書を受理した日から 30 日以内に支払う。なお、部分払の支払があった後、民間事業者

が各年度の請負報酬の額を請求する場合においては、２．（４）②イ中「各年度の請負報酬

の額」とあるのは、「各年度の請負報酬の額から、部分払対象額を控除した額」とするもの

とする。 

 

③  出願者数の増減に伴う報酬の額の見直し 

【国の行政機関等の長等】及び民間事業者は、令和＃＃年試験を基準として想定される

受験者数について、試験種ごとに＃％を超える受験者数の増減があった場合には、その増

減に起因して試験会場（教室）の確保及び試験監督官等の採用に要する費用に大幅な増減

が生じるおそれがあることから、協議によって各年度の請負報酬の額の見直しを行うこと

ができる。   

必要に応じ、具体的な見直し基準を記載。その際、受験者数に応じた単価契約とすると会

場借料等の固定費を回収できないおそれがあることから、総価契約とすること。 

 

④  請負報酬の減額     

【国の行政機関等の長等】は、民間事業者の２．（１）②ニの各業務の履行の確認において、

民間事業者の責めに帰すべき事由により、試験問題の漏洩、正味の試験時間の大幅な確保漏

れなど重度の不備が生じ、試験の有効性に影響を及ぼしたと認められた場合は、当該各業務

に係る契約金相当額の支払を行わない。また、民間事業者の責めに帰すべき事由により、上

記に該当しない不備が生じた場合には、民間事業者は、改善計画書を【国の行政機関等の長

等】に提出し、【国の行政機関等の長等】は、民間事業者と協議を行った上で、以下の区分（以

下の区分に類する不備を含む。）により請負報酬の減額を行うことができる。 
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イ 受験願書の受付漏れ、出願データの誤入力 

当該試験における２（１）②ニ(ﾊ)及び(ﾆ)の業務に係る契約金相当額の５％ 

ロ 受験票の発送漏れ、誤発送等 

当該試験における２（１）②ニ(ﾎ)の業務に係る契約金相当額の５％ 

ハ 試験問題の一部漏洩（重度の不備には該当しない場合） 

当該試験における２（１）②ニ(ﾇ)の業務に係る契約金相当額の５％ 

ニ 正味の試験時間の確保漏れ（重度の不備には該当しない場合） 

当該試験における２（１）②ニ(ﾙ)の業務に係る契約金相当額の５％ 

ホ 出欠確認漏れ 

当該試験における２（１）②ニ(ﾙ)の業務に係る契約金相当額の５％ 

ヘ 本人確認漏れ 

当該試験における２（１）②ニ(ﾙ)の業務に係る契約金相当額の５％ 

ト 答案用紙の回収漏れ 

当該試験における２（１）②ニ(ﾙ)の業務に係る契約金相当額の５％ 

チ 解答データの誤入力 

当該試験における２（１）②ニ(ｦ)の業務に係る契約金相当額の５％ 

リ 合格者のデータの作成漏れ 

当該試験における２（１）②ニ(ﾜ)の業務に係る契約金相当額の５％ 

ヌ 合格通知等の発送漏れ、誤発送 

当該試験における２（１）②ニ(ﾜ)の業務に係る契約金相当額の５％ 

（５）法令変更による増加費用及び損害の負担 

  法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、①から③に該当する場合に

は【国の行政機関等の長等】が負担し、それ以外の法令変更については民間事業者が負担する。 

① 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 

② 消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む。） 

③ 上記①及び②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変

更（税率の変更含む。） 

 

３．実施期間に関する事項 
請負契約の契約期間は令和＃年＃月＃日から令和＃年＃月＃日までとする。契約期間内に実

施する試験は次のとおりである。なお、今後の法令改正等により試験制度に変更があった場合

には、それに伴う所要の修正を行う場合がある。 

【参考】 

令和＃年＃月＃旬から＃月＃旬の＃曜日に実施予定の令和 ＃年度筆記試験 

令和＃年＃月＃旬から＃月＃旬の＃曜日に実施予定の令和 ＃年度口述試験 
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４．入札参加資格に関する事項     
（１）法第 15 条において準用する法第 10 条（第 11 号を除く。）に抵触しない者であること。 

（２）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている

者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（３）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（４）〇〇年度＃＃省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務の提供等」の「＃」又は

「＃」の等級に格付されている者であること。 

（５）〇〇年度＃＃省における＃＃に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期

間中の者でないこと。 

（６）11．（４）の評価委員会の構成員である外部有識者本人又はこれらの者と資本若しくは人事

面において関連のある事業者でないこと。 

（７）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと（納税証明書（直近のもの）を提出

させる。）。 

（８）労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと(社会保険

料納入確認書等（直近のもの）を提出させる。)。 

（９）単独で本業務が担えない場合は、適正に業務を遂行できる共同事業体（当該業務を共同し

て行うことを目的として複数の民間事業者により構成された組織をいう。以下同じ。）として

参加することができる。その場合、入札に関する書類提出時までに共同事業体を結成し、代

表者を定め、他の者は構成員として参加するものとする。また、共同事業体の構成員は、（（＃）

から（＃）までの資格を除く全ての資格を満たす必要があり、）他の共同事業体の構成員とな

ること、又は、単独で入札に参加することはできない。なお、共同事業体で入札に参加する

場合は、共同事業体結成に関する協定書又はこれに類する書類を作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

５．入札に参加する者の募集に関する事項 
（１）入札に係るスケジュール     
① 入札公告   令和＃年＃月頃 

② 入札説明会  令和＃年＃月頃 

 

試験実施について必要な資格があれば追加する。 

公告より１週間程度の期間内に実施すること。 

入札参加資格を精査し、必ずしも共同企業体の代表者と構成員の全てに求める必要のない

入札参加資格については共同企業体の代表者のみに求めることとし、グループのその他の

構成員については必要最低限の入札参加資格とすること。 
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③ 質問受付期限  令和＃年＃月頃 

 
④  入札書提出期限  令和＃年＃月頃 

 
⑤ 企画書の審査等  令和＃年＃月頃 

⑥ 開札及び落札予定者の決定 令和＃年＃月頃 

 

⑦ 契約締結   令和＃年＃月頃 

 

 

（２）入札の実施手続 
① 入札説明後の質問受付 

    入札公告以降、【国の行政機関等の長等】において入札説明書の交付を受けた者は、本 

実施要項の内容や入札に係る事項について、入札説明会後に、【国の行政機関等の長等】に

対して質問を行うことができる。質問内容及び【国の行政機関等の長等】からの回答は原

則として入札説明書の交付を受けた全ての者に公開することとする。 

ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合に

は、質問者の意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。 

② 提出書類 

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、次に掲げる書類を別に定

める入札公告書及び入札仕様書に記載された期日と方法により、【国の行政機関等の長等】

まで提出すること。また、法第 15 条において準用する法第 10 条各号に規定する欠格事由

の審査に必要な書類を併せて提出すること。 

 

 

入札説明会より２週間程度の期間内に実施すること。 

民間事業者の検討期間を考慮し、公告より 40 日以上の期間をおくことが望ましい（WTO 政

府調達協定の対象となる業務の場合は、「政府調達手続に関する運用指針」（※）により、

特別の事情がない限り、官報公示後 50 日以上の期間が必要とされていることに留意するこ

と。）。 

※「政府調達手続に関する運用指針等について」（平成 26 年 3 月 31 日関係省庁申合せ（令

和７年１月 28 日一部改正）） 

開札後、落札予定者に対して「暴力団排除に関する欠格事由の審査（警察庁への照会）」を

行う必要があるため、開札から契約締結までは、少なくとも 20 日以上（警察庁からの回答

に最長で 20 日を要する場合がある。）の期間を確保すること。 

業務の引継ぎに当たっては、十分な期間を確保すること。 

欠格事由のうち、暴力団排除に関する審査に必要な書類の詳細は、「競争の導入による公共

サービスの改革に関する法律に規定する暴力団排除に関する欠格事由の運用要領について」

（総務省官民競争入札等監理委員会事務局発出事務連絡）参照 
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イ 入札書 

 入札金額（入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、契約期間内全ての本業務に対する報酬総額の 110 分の 100 に相当

する金額）を記した書類（以下「入札書」という。） 

 

 

 

ロ 企画書 

総合評価のための業務運営の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類（以

下「企画書」という。） 

ハ 資格審査結果通知書 

令和＃年度競争参加資格（全省庁統一資格）における資格審査結果通知書の写し 

 

③ 企画書の内容 

入札参加者が提出する企画書には、企画提案の内容として明らかにされる業務の質に関す

る評価を受けるため、次の事項を記載すること。    

イ 経理的基盤（次の書類を添付すること。） 

   ・直近２期分の法人税確定申告書の写し（税務署受付印のある申請書一式。財務諸表も添

付すること。） 

・直近の決算期以降入札日が属する月の前月末までの間の財務状況及び経営成績に関する

資料 

・申請月を含む向こう６か月間の資金繰り表 

ロ 実施体制 

・業務責任体制（責任者名、事業担当者名、責任者と事業担当者の役割分担等） 

・業務従事者の配置及び【国の行政機関等の長等】との連絡体制 

・請負事業の実施に当たり、その業務の一部について第三者に委託し又は請け負わせる場

合には、業務の範囲、理由、委託先等に対する報告徴収その他運営管理の方法 

・情報セキュリティ対策 

ハ 事業計画 

･試験会場確保の方法、工夫 

･受験願書受付審査の方法、工夫 

･必要な人員確保のための方法、工夫 

･試験会場の運営の方法、工夫 

･その他請負事業を実施するために必要な事項（創意工夫による改善提案を含む。） 

消費税率については、入札時の税率に応じて適宜修正する。また、入札参加者ごとに税率の

想定が異なることを避けるため、具体的に明示すること。 
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ニ 試験実施実績等 

・過去５年間の国家試験又はそれに類する試験における業務実績（会場確保、出願受付、

試験当日の運営等に係るもの）   

 

６．落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項 
対象公共サービスを実施する者（以下「落札者」という。）の決定は総合評価落札方式による

ものとする。なお、評価は【国の行政機関等の長等】内に設置する評価委員会において行う。

      

（１）落札者を決定するための評価の基準 
   

 

①  技術点（得点配分＃点） 

技術評価は、提出された企画書の内容が、本業務の趣旨に沿った実行可能なものである

か（必須項目）、また、効果的なものであるか（加点項目）について行い、必須項目審査の

得点（以下「基礎点」という。）と加点項目審査の得点（以下「加点」という。）の合計点を

技術点とする。    

イ 基礎点（＃点） 

次の必須項目について審査を行い、その全てを満たしている提案には基礎点＃点を与え、

その一つでも欠ける提案は不合格とする。   

(ｲ)財務的安定性 

請負事業を確実に遂行できるだけの経理的基盤を有しているか。 

(ﾛ)実施体制  

a.《人員確保》 

請負事業を遂行可能な人数が確保されているか。 

b.《責任の所在》 

総括責任者、事業担当者等の事業遂行体制、役割分担等、責任の所在が明確に示され

ているか。 

c.《再委託》 

再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容・業者等が明確に示されているか。 

d.《個人情報保護及び情報セキュリティ対策》 

個人情報保護及び情報漏洩防止等情報セキュリティを確保するための体制を整備し、

責任者を置くとともに、セキュリティマニュアル等を作成して的確な試験情報の運用

管理を行うことができるか。 

e.《問合せなどの対応》 

問合せ、苦情等に適切に対応するための体制が整備されているか。 

【別紙１】評価項目一覧表（参考）を参照のこと。 
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(ﾊ)実施計画  

a.《確保されるべきサービスの質に対応した立案》 

本業務の実施に当たり、確保されるべきサービスの質の内容を全て満たした計画を

立案しているか。 

b.《具体的な実施方法》 

受験願書受付業務の手順等の実施方法が具体的に示されているか。 

ロ 加点（＃点満点） 

次の(ｲ)から(ﾍ)の加点項目について審査を行う。効果的な実施が期待されているかとい

う観点から、入札参加者の企画提案を絶対評価することにより加点する。 

具体的には、評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書の内容を以下の審査基準によ

り評価し、各入札参加者に対して０点から３点までを付与する。 

各入札参加者の得点は、各評価者の得点に、重要度に応じた加重を乗じた値とする。 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

表１ 審査基準 

評価 評価内容 得点 

Ａ 非常に優れている ３ 

Ｂ 優れている ２ 

Ｃ 標準的・普通 １ 

Ｄ 記載なし、又は期待できない ０ 

 

(ｲ)実施体制（０点～×点）  

請負事業者の実施体制に民間事業者独自の創意工夫が活かされているか。 

(ﾛ)実施計画（０点～×点）  

a.実施計画に民間事業者独自の創意工夫が活かされているか。 

提案内容に対する評価の相対的な順位に応じ技術点をつける相対評価については、提

案内容の質の差がわずかであるにもかかわらず価格点で挽回しづらい技術点差がつく可

能性があるため、絶対評価を基本とすること。 

相対評価とする場合、審査基準として提案内容の比較による各入札者への配点方法を

記載するとともに、評価結果が同等で優劣がつけがたい場合は同評価とするなど、競争

性を阻害することがないよう留意すること。 
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b.過去の実績や試験地の状況を踏まえ、適切な会場候補を列記し、具体的な会場確保の 

スケジュールを明記しているか。 

c.会場責任者等の確保の具体的な計画を立案しているか。 

(ﾊ)実績（０点～×点）  

過去＃年間に複数の地域及び会場で＃人規模の受験者を対象に実施した国家試験又はそ

れに類する全国規模の試験実施業務の実績があるか。 

(ﾆ)計画遂行の確実性（０点～×点） 

a.試験実施に必要な拠点が、試験を実施する現地に存在している、又は協働するパートナ

ーが当該試験地に存在している。 

b.会場責任者として国家試験又はそれに類する全国規模の試験実施業務の経験者を充て

るなど、計画の確実な遂行に必要な資源をあらかじめ確保しているか。 

(ﾎ) 民間の創意工夫（内容に応じて０点～×点） 

  （ﾍ）ワーク・ライフ・バランス等の取組（０点～×点） 

    ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する（別紙１【試験実施業務】評価項目一

覧表の評価項目を参照）。その場合、認定等を証する書類（当該認定等の根拠法令に基づき

厚生労働省が定める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等）の写しを提出させるこ

と。 

 
② 入札価格点（得点配分 ＃点） 

入札価格に係る評価点については以下の計算方法により、入札参加者が提示した入札価格

に応じて得点が計算される。なお、入札価格に係る得点配分は＃点とする。 

（１－入札価格／予定価格）×入札価格に係る得点配分（＃点）    

  

（２）落札者の決定     
① 上記の必須項目を全て満たし、入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、かつ技術点

及び入札価格点の合計（総合評価点）が最も高い者を落札予定者とする。 

総合評価点 ＝       [技術点]           ＋    [入札価格点] 

         ＝ [基礎点(＃点)＋加点(＃点満点)]＋ [(１－入札価格／予定価格)×＃点] 

② 必須項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した入札金額の入札がない

場合は、直ちに再度の入札を行う。 

③ 落札予定者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した

履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公

正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点の最も高い１者を

落札予定者とすることがある。 

④ 落札予定者となるべき者が２者以上あるときは、くじによって落札予定者を決定する。
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また、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に 

関係のない【国の行政機関等】の職員にくじを引かせ落札予定者を決定する。 

⑤ 【国の行政機関等の長等】は、落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は

名称、落札金額、落札者の総合評価点等について公表するものとする。  

   

 

 

 

（３）落札者が決定しなかった場合の措置     
【国の行政機関等の長等】は、初回の入札において入札参加者がなかった場合、必須項目を

全て満たす入札参加者がなかった場合又は再度の入札を行ってもなお落札者が決定しなかった

場合は、原則として、入札条件を見直し、再度入札公告に付することとする。 

再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は再度の入札公告による

と本業務の実施の準備に必要な期間を確保することができない等のやむを得ない事業がある場

合には、入札対象事業を自ら実施することなどができる。この場合において、【国の行政機関等

の長等】はその理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以下「監理委員会」と

いう。）に報告する。     

 

 
７．入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 
     
 (１)開示情報 

対象業務に関して、以下の情報は別紙２「従来の実施状況に関する情報の開示」のとおり開示

する。 

① 従来の実施に要した経費 

② 従来の実施に要した人員 

③ 従来の実施に要した施設及び設備 

④ 従来の実施における目的の達成の程度 

⑤ 従来の実施方法等 

 

(２)資料の閲覧 

【施設の標準例には記載があるが、本標準例では記載しない項目】 

“官民競争入札の実施に関する事務を担当する職員と官民競争入札に参加する事務を担当

する職員との間での官民競争入札の公正性を阻害するおそれがある情報の交換を遮断するた

めの措置に関する事項”は、民間競争入札を想定している本標準例においては、記載不要で

ある。 

従前、１者応札であった事業や行政事業レビュー等での指摘があった事業については、公表

に併せて監理委員会への報告を求めることがある。 
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前項⑤「従来の実施方法等」の詳細な情報は、民間競争入札に参加する予定の者から要望があ

った場合、○○等について、所定の手続を踏まえた上で閲覧可能とする。ホームページ等のウェ

ブ上で閲覧可能な情報がある場合、リンク先を貼るなど閲覧が容易になるような工夫をするもの

とする。 

また、民間競争入札に参加する予定の者から追加の資料の開示について要望があった場合は、

【国の行政機関等の長等】は法令及び機密性等に問題のない範囲で適切に対応するよう努めるも

のとする。 

 

 

 

 

 

８．民間事業者が【国の行政機関等の長等】に報告すべき事項、秘密を適正に取

り扱うために必要な措置その他本業務の適正かつ確実な実施の確保のために民

間事業者が講ずべき事項      
（１）民間事業者が報告すべき事項 
① 報告等    

イ 実施状況の報告 

民間事業者は、事業開始日から起算して＃か月を経過するごとに経過の日から１か月以

内に、請負事業の実施状況を【国の行政機関等の長等】に報告すること。 

ロ 出願者数等の報告 

民間事業者は、受験願書等の受付を締め切った日から＃週間以内に、＃＃（【例】試験地

別、区分別）の出願者数を【国の行政機関等の長等】に報告すること。 

ハ 変更の報告 

民間事業者は、試験地変更届の受付を締め切った日から＃日以内に、＃＃（【例】試験地

【施設の標準例には記載があるが、本標準例では記載しない項目】 

“公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項”は、過

去の事例がないので記載していない。なお、試験で使用する物品（消耗品・備品）がある場

合は、２．（１）②ホ「無償貸与物件」において記載するとともに、情報の開示（別紙２）に

表記することとする。 

“国の行政機関等の職員のうち、第 31 条第１項に規定する対象公共サービス従事者となる

ことを希望する者に関する事項”は、民間競争入札を想定している本標準例においては記載

不要である。 

“公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施する場合において適用される法

令の特例に関する事項”は、法令の特例を想定していない本標準例においては記載不要であ

る。 

必要に応じ、５．（１）「入札に係るスケジュール」への資料閲覧期限の記載、「機密情報閲覧

に関する誓約書」等の添付を行う。 
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別、区分別）の出願者数を【国の行政機関等の長等】に報告すること。 

ニ 試験会場等の報告 

民間事業者は、試験実施の少なくとも＃か月前までに、各試験会場について、最寄りの

交通機関及びその連絡先、目標等を明示した試験会場への案内図を作成し、【国の行政機関

等の長等】に送付すること。 

ホ 受験者数等の報告 

民間事業者は、試験終了後、＃＃（【例】会場別、試験区分別及び試験科目別）に受験者

数を集計し、試験終了後＃日以内に【国の行政機関等の長等】に報告すること。 

ヘ 試験会場におけるトラブルの報告 

民間事業者は、試験会場において事故、急病や不正行為などのトラブルが発生した場合

には、迅速に対応するとともに速やかに【国の行政機関等の長等】へ報告すること。 

ト 問合せ内容等の報告 

請負事業に関して、民間事業者に寄せられたクレームや問合せについては、その内容及

び対処方法を集約し、毎月末までに、【国の行政機関等の長等】へ報告すること。 

チ 実施に要した経費の報告 

民間事業者は、各年度の業務の実施に要した経費について、各年度の業務を終了した日

又は中止した日が属する月の翌月末までに、【国の行政機関等の長等】に報告すること。 

リ 部分払に係る報告 

民間事業者は、２．（３）②ロの部分払の請求を行う場合において、部分払の対象とする

業務が終了した日が属する月の翌月末までに【国の行政機関等の長等】に、要した費用に

ついて報告すること。   

② 調査 

【国の行政機関等の長等】は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために、必要があ

ると認めるときは、法第 26 条第１項に基づき、民間事業者に対して、必要な報告を求め、又

は事務所等に立ち入り、本業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若

しくは関係者に質問することができる。 

立入検査をする【国の行政機関等】の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第 26 条

第１項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を

携行し、関係者に提示することとする。 

③ 指示 

【国の行政機関等の長等】は、本業務を適正かつ確実に実施させるために、必要があると

認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置を採るべきことを指示することができる。 

 

（２） 秘密を適正に取り扱うために必要な措置     
民間事業者は、本業務に関して【国の行政機関等の長等】が開示した情報等（公知の事

実等を除く。）及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないも
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のとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合にあ

っては、その役員）若しくはその職員、その他の本業務に従事している者又は従事してい

た者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏ら

し、又は盗用した場合には、法第 54 条により罰則の適用がある。 

 

（３）契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 
① 本業務の開始及び中止 

イ 本業務の開始 

民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しな

ければならない。 

ロ 本業務の中止 

民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじ

め、【国の行政機関等の長等】の承認を受けなければならない。   

② 公正な取扱い    

イ 民間事業者は、本業務の実施に当たって、出願者を具体的な理由なく区別してはなら

ない。   

ロ 民間事業者の役職員（本業務に従事している者に限る。）は、本業務を実施している間、

試験に申込み又は受験をしてはならない。  

③ 金品等の授受の禁止    

民間事業者は、本業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。 

④ 宣伝行為の禁止    

イ 本業務の宣伝 

民間事業者及び本業務に従事する者は、【国の行政機関等の長等】や「＃＃試験」の名称

やその一部を用い、本業務以外の自ら行う事業の宣伝に利用すること（一般的な会社案内

資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合

等を除く。）及び当該自ら行う事業が＃＃試験の業務の一部であるかのように誤認させる

おそれのある行為をしてはならない。 

ロ 自らが行う事業の宣伝 

民間事業者は、本業務の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。 

⑤ 法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはな

らない。 

⑥ 安全衛生 

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任

者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 
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⑦ 記録及び帳簿    

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、翌年度より５

年間保管しなければならない。    

⑧ 権利の譲渡    

民間事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡

してはならない。    

⑨ 権利義務の帰属等    

イ 印刷物の制作上で発生した著作権及び電子データ等の所有権は【国の行政機関等の長

等】に帰属する。    

ロ 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、【国の行政

機関等の長等】の承認を受けなければならない。    

⑩ 契約によらない自らの事業の禁止    

民間事業者は、試験会場等において、【国の行政機関等の長等】の許可を得ることなく自ら

行う事業又は【国の行政機関等の長等】以外の者との契約（【国の行政機関等の長等】との契

約に基づく事業を除く。）に基づき実施する事業を行ってはならない。 

⑪ 取得した個人情報の利用の禁止 

民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は【国の行政機関等

の長等】以外の者との契約（本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。）に基

づき実施する事業に用いてはならない。 

⑫ 再委託の取扱い 

イ 全部委託の禁止 

民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。 

ロ 再委託の合理性等 

民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則と

してあらかじめ企画書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称、再委託先

に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力

並びに報告徴収その他運営管理の方法）について記載しなければならない。 

ハ 契約後の再委託 

民間事業者は、契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する

事項を明らかにした上で【国の行政機関等の長等】の承認を受けなければならない。 

ニ 再委託先からの報告 

民間事業者は、上記ロ又はハにより再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴

収することとする。 

ホ 再委託先の義務 

再委託先は、上記８．（２）及び（３）②から⑪までに掲げる事項について、民間事業者

と同様の義務を負うものとする。 
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へ 民間事業者の責任 

民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て民間事業者の責任において行う

ものとし、再委託先の責めに帰すべき事由は、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなし

て、民間事業者が責任を負うものとする。 

⑬ 契約内容の変更 

民間事業者及び【国の行政機関等の長等】は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他

やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を

提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第 21 条の規定に基づく手続を適切に

行わなければならない。 
⑭ 〇〇試験制度の変更等における民間事業者への措置  

【国の行政機関等の長等】は、〇〇試験制度の変更及び○○の請負報酬額の見直しがあっ

た場合には、民間事業者にその旨を通知するとともに、民間事業者と協議の上、契約を変更

することができる。     

試験制度の変更や、受験者数の増減等による請負報酬額の見直しなど、想定され得る 

契約変更については、可能となる旨あらかじめ定めておくこと。 

 

⑮ 契約の解除 

【国の行政機関等の長等】は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除

することができる。    

イ 法第 22 条第１項第１号イからチ又は同項第２号に該当するとき。 

ロ 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき。 

ハ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らか

になったとき。   

⑯ 契約解除時の取扱い    

イ 契約解除時の請負報酬の支払 

上記⑮に該当し、契約を解除した場合には、【国の行政機関等の長等】は民間事業者に対

し、当該契約の解除の日までに本業務を契約に基づき実施した期間に係る請負報酬を支払

う。 

ロ 契約解除時の違約金 

上記⑮に該当し、契約を解除した場合には、民間事業者は、契約金額から消費税及び地

方消費税に相当する金額並びに上記イの請負報酬を控除した金額の 100 分の 10 に相当す

る金額を違約金として【国の行政機関等の長等】が指定する期日までに納付する。ただし、

【国の行政機関等の長等】は解除原因に起因する損害額が当該金額に満たないと判断する

場合には、違約金の支払を減額し、又は免除することができる。 

前記違約金の定めは、違約金額を超過する損害額についての損害賠償を妨げるものでは

ない。また、民間事業者は契約の履行を理由として違約金を免れることができない。 
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ハ 損害賠償 

民間事業者は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、【国の行政機関等の長

等】に損害を与えた場合は、【国の行政機関等の長等】に対し、一切の損害を賠償するもの

とする。この損害には、【国の行政機関等の長等】が民間事業者に対し履行を求める一切の

費用、国民等から不服申立てなどが提起された場合において【国の行政機関等の長等】が

国民等に支払を要する金額及び【国の行政機関等の長等】が不服申立てなどを防御するた

めに要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含む

ものとする。 

なお、【国の行政機関等の長等】から民間事業者に損害賠償を請求する場合において、原

因を同じくする支払済みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠

償について、支払済額とみなす。 

ニ 延滞金 

【国の行政機関等】は、民間事業者が上記ロ及びハの規定による金額を国の指定する期

日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数

に応じて、年 100 分の３の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。 

ホ 本業務の完了 

上記⑮に該当し、契約を解除した場合には、民間事業者は、【国の行政機関等の長等】との

協議に基づき、本業務の処理が完了するまでの間、責任を持って当該処理を行わなければな

らない。 

⑰ 不可抗力免責    

民間事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により本業務の全部若しくは一部の履

行が遅延又は不能となった場合は当該責任を負わないものとする。   

⑱ 契約の解釈    

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と【国の行政機関

等の長等】が協議するものとする。 

 

９．本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関

して民間事業者が負うべき責任      
本契約を履行するに当たり、民間事業者が、故意又は過失により第三者に損害を加えた場合に

おける、当該損害に対する賠償等については、次に定めるところによるものとする。 

（１）民間事業者に対する求償 
【国の行政機関等】が国家賠償法（昭和 22 年法律第 125 号）第１条第１項等に基づき当該

第三者に対する賠償を行ったときは、【国の行政機関等】は民間事業者に対し、当該第三者に

支払った損害賠償額（当該損害の発生について【国の行政機関等】の責めに帰すべき理由が

存する場合は、【国の行政機関等】が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）

について求償することができる。 
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（２）【国の行政機関等】に対する求償 
民間事業者が民法（明治 29 年法律第 89 号）第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償

を行った場合であって、当該損害の発生について【国の行政機関等】の責めに帰すべき理由

が存するときは、当該民間事業者は【国の行政機関等】に対し、当該第三者に支払った損害

賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

      

 

10．対象公共サービスの評価に関する事項      
（１）実施状況に関する調査の時期     

【国の行政機関等の長等】は、総務大臣が行う評価の時期（令和＃＃年＃月を予定）を踏

まえ、当該業務の実施状況については、令和＃＃年＃月＃日時点における状況を調査するも

のとする。 

  実施期間が複数年度の対象公共サービスについては、総務大臣が実施期間中の適切な時期 

に評価を行い、評価を踏まえた次期事業の内容を閣議決定するとともに、次期事業の実施要 

項審議に反映させることができるよう、（５）実施状況等の提出の時期及び評価の時期を検 

討すること。 

 

（２）調査の実施方法     
【国の行政機関等の長等】は、従来の実績と民間事業者の実績を比較することができるよ

うに、本業務の実施状況等の調査を行うものとする。  

 

（３）調査項目 
２．（２）対象公共サービスの実施に当たり確保されるべきサービスの質に記載されてい

る事項ごとのその達成状況及び業務の実施状況、業務実施中のトラブル等に対する再発防

止策、民間事業者からの提案による改善実施事項並びに実施経費の状況及び評価について

調査を行うものとする。 

 

（４）意見聴取等 
【国の行政機関等の長等】は、請負事業の実施状況等の調査を行うに当たり、必要に応じ、

民間事業者（会場責任者等を含む。）及び受験者から直接意見の聴取等を行うことができるも

のとする。 

 

（５）実施状況等の提出 
【国の行政機関等の長等】は、本事業の実施状況等について、（１）の評価を行うために令

和＃＃年＃＃月を目途に総務大臣及び監理委員会へ提出するものとする。なお、【国の行政機
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関等の長等】は、本業務の実施状況等の提出に当たり、【国の行政機関等】に設置する評価委

員会に報告を行い、意見を聴くものとする。 

 

11．その他請負事業の実施に際し必要な事項 
（１）対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告 

【国の行政機関等の長等】は、法第 26 条及び第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示

等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告

することとする。  

  

（２）【国の行政機関等の長等】の監督体制     
契約に係る監督は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適

切な方法によって行うものとする。本業務の実施状況に係る監督は、上記８．により行うこ

ととする。 

 

（３）主な民間事業者の責務等 
① 法第 25 条第２項の規定により、本業務に従事する者は、刑法（明治 40 年法律第 45 号）

その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

② 法第 54 条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者

は、１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処される。 

③ 法第 55 条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、ある

いは指示に違反した者は、30 万円以下の罰金に処される。 

④ 法第 56 条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務に関し、法第 55 条の違反行為をしたときは、行為者が罰せ

られるほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。 

⑤ 会計検査について民間事業者は、会計検査院法（昭和 22 年法律第 73 号）第 23 条第１項

第７号に規定する者に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第 26

条により、同院の実地の検査を受け、又は同院から資料・報告等の提出を求められ、若し

くは質問を受ける場合がある。 

 

（４）評価委員会の開催 
【国の行政機関等】は、落札者決定のための評価、本業務の実施状況の評価等を行うに当

たり、専門的・技術的知見を得るために、【国の行政機関等】及び外部有識者（＃名）を構成

員とする評価委員会を開催することとする。 

※外部有識者を含む組織が既にある場合は、当該組織を活用することにより、評価委員会を新た

に設置しないことも考えられる。 



大項目 評価項目

財務的安定性 (1)
決算書等を総合的に判断して、事業を実施する上での財務的な安定性が認め
られるか。

※ －
ただし、試験分野の特徴の一つとして、請負者が委託費を受領する時期が、必要経費（人件費、会場費等）を支払う
時期より後になることも想定され、入札参加資格要件では十分な評価ができないと考えられる場合に限り、「財務的
安定性」を便宜的に基礎点項目として設定することが許容される。

(2)
具体的な業務フロー、実施スケジュールが明確に示されているか。業務フ
ロー、実施スケジュールは、●●省の示す要件が満たされているか。

※ －
基礎点では、記載すべき事項が全て記載されているか評価することが想定される。
※個別業務の企画内容は、後述「４．個別業務の実施方法」において評価する。
※「周密な実施計画であるか」などの加点項目としての評価概念と混同しないよう配慮すべきである。

(3)
実施の業務フロー、実施スケジュールについて、業務をより効率的に・確実
に実施するための工夫が示されているか。業務全体に関する創意工夫が示さ
れているか。

－ ＃
加点では、どのような実施計画等が望ましいか（確実であることなど）を示した上で、民間の創意工夫を求める項目
である。なお、当該評価が価格点との二重評価となっていないか、民間事業者の入札参加を躊躇させる誘因となって
いないかなどに留意する必要がある。

本業務を遂行可能な人数が確保されているか。また、人員の補助体制が確立
しているか。

※ －

再委託の業務内容・業者が明確に示されているか。 ※ －

責任者と各事業担当者等の役割分担等、責任の所在が明確に示されている
か。

※ －

●●＜発注者名＞との連絡調整が円滑に行われる体制となるような工夫がな
されているか。

－ ＃

人員の配置に柔軟に対応する工夫が組織的に構築されているか(経験・能力
に見合った配置、作業量に見合った増員）。

－ ＃

資格、認証等は、当該案件実施に必須のもの（法制度上、それが無ければ実施できない／精度が損なわれることが確
実等）があれば、入札参加資格要件とすることが原則である。
「××作業担当者が●●資格者でなければ当該案件を実施できない」といった事情があれば、必須の資格等の有資格
者が適切に配置されているかを評価するため、「専門性・経験」の基礎点項目として設定することが許容される。

実施組織・部門がプライバシーマーク又は情報セキュリティマネージメント
システム（ISMS）認証を取得しているか。

－ ＃

会場責任者として国家試験、公的試験又はそれに類する試験実施業務の経験
者を充てるなど、計画の確実な遂行に必要な資源をあらかじめ確保している
か。

－ ＃

過去●年間に複数の地域・複数の会場で●人規模の受験者を対象に実施した
国家試験又はそれに類する全国規模の試験実施業務を自ら実施又は請け負っ
たことがあるか。

－ ＃

基礎点では、当該案件を実施する上で最低限必要な設備等を具体的に特定して、その有無や、提案書での言及の有無
を評価することが想定される。

(9)
業務の遂行に必要な拠点が当該試験地に存在している、又は協働する事業
パートナーが当該試験地などに存在しているか。

－ ＃
加点では、案件の実施に必要最低限の程度を超えて、案件実施を効率化、円滑化に資する拠点等で、民間の技術力・
ノウハウ・創意工夫により充実されることが期待されるものについて評価することが想定される。望ましい機能を規
定した上で、提案者の工夫を求めることも検討すべきである。

【試験実施業務】　評価項目一覧表（参考）

評価の基準、留意点等②加点

提案書審査における評価項目

１．財務的安定性

拠点・設備

３．実施体制

業務フロー、
実施スケ
ジュール

２．実施計画

①基礎点

専門性・経験

「財務的安定性」は、経営状況が極度に悪化していないことなど、客観的に判断し得る事項については、原則的に入札参加資
格とすること。

「実施計画」は、全体の業務フローと、スケジュール（いつまでに何を完了させるか）について、その妥当性を評価対象とす
る分類である。

「体制」は、担当者の量（人数）や、連携の有無に関する分類である。

分類

本業務を実施する場所、設備環境（試験問題保管庫、電話、FAX、インター
ネット等）について十分な拠点・設備が用意されているか。

業務で必要とする資格者が適切に配置されているか（××作業担当者は、法
定の●●資格者か）。

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

「専門性・経験」は、担当者や組織の質を評価する分類である。

加点項目の評価の判断材料として受託実績、資格、認証等が用いられる。特に、受託実績については当該案件実施に
必須なものでない限り、基本的には加点項目とすべきである。
当該案件に見合った専門性・経験の有無を問うことが本質であるので、当該案件に求められる専門性・経験の証明に
適した受託実績、資格、認証に限定した評価となるよう留意すべきである。
また、特定の受託実績、資格、認証を求めるだけでなく、「…あるいはそれと同等の能力を有すること」などと規定
して、専門性・経験の証明方法を提案者に任せることも検討すべきである。
　※基礎点項目としているケースが散見されるので注意が必要である。
　※受託実績、資格、認証等を求める際には、過去の受託者の優遇措置や新規参入障壁とならないよう十分留意する
必要がある。

－

※ －

※

１．標準例は過去の事例を参考に策定したものであり、具体的な実施要項案の作成に当たっては、対象公共サービスの特性や入札の対象とする業務範囲等の個別の事情を反映させる必要がある。
２．契約期間の終了に合わせ、再度、官民競争入札等を行う場合には、入札結果や事業の実施状況等を踏まえ、総合評価落札方式における評価項目・得点配分等の見直しを行うことが必要である。

「拠点・設備」は、業務実施に必要な設備等、効率化する設備等を評価する分類である。

体制

基礎点では、体制として整備すべき項目を具体的に特定した上で、当該項目の有無等、明確に判断できる項目を評価
することが想定される。
※担当者や組織の質については、後述の「専門性・経験」の分類で評価することが想定される。

「実施体制」は、体制、専門性・経験、拠点・設備、個人情報保護及び情報セキュリティ対策を評価する分類である。

加点では、どのような体制が望ましいかについて、「柔軟・迅速」「適切」等の概念から実現可能性を考慮の上、民
間の創意工夫を求める項目を評価することが想定される。
体制について、複数拠点（例えば、本社と試験地域の支社など）で試験実施業務を行う場合、本社と支社の関係、役
割分担、連携体制等についても説明することなどが想定される。

別紙１



大項目 評価項目

評価の基準、留意点等②加点

提案書審査における評価項目

①基礎点

分類

受験者データ等の処理に当たり、情報セキュリティ対策は●●省セキュリ
ティポリシーを遵守しているか。

※ －

情報漏えい防止をはじめとする情報セキュリティを確保するための体制を整
備し、責任者を置くとともに、セキュリティマニュアル等を作成している
か。

※ －
基礎点では、対策として必ず実施すべき事項を仕様で特定した上で、その有無や提案書における言及の有無を評価す
ることが想定される。

(11)
マニュアルに基づき、問題冊子及び個人情報の盗難、亡失及び漏洩の防止に
関する具体的な計画を立案しているか。

－ ＃ 加点では、対策を高度化するための民間の技術・ノウハウの活用や創意工夫を評価することが想定される。

基礎点では、必須作業や提案書に記載すべき事項を特定した上で、その記載の有無を評価する評価することが想定さ
れる。

(13)
●●省の過去の実績や試験地の状況を踏まえた適切な会場候補が列記され、
具体的な会場確保の手順やスケジュールが明記されているか。

－ ＃
加点では、会場確保の方法や、よりよい会場の選び方等について、民間の技術・ノウハウの活用や創意工夫を評価す
ることが想定される。

各試験地において必要な試験官数が明記されているか。その確保方法につい
て明記されているか。

※ －

試験官への研修計画が明示されているか。 ※ －
基礎点では、仕様において具体的に指定された人数や必須の研修について、その実施の有無や提案書における言及の
有無を評価することが想定される。
※上記の「体制」分類で評価可能と考える場合には、本項目は不要である。

(15)
●●の経験・能力を有する会場責任者等の確保の具体的な計画を立案してい
るか。試験の正確・確実な実施のために、試験官の教育・研修内容に工夫が
みられるか。

－ ＃
加点では、試験の正確・確実な実施のために、試験官確保方法や教育・研修内容について、民間に求める創意工夫の
内容や方向性を示した上で、その対応について評価することが想定される。

基礎点では、仕様で規定される対応策の記載の有無等を評価することが想定される。

(17)
●●データの入力内容の正確性を担保するための提案があるか（入力作業体
制、データ内容の確認方法・体制）。

－ ＃
加点では、業務がより正確・確実に実施されるための民間の創意工夫を要請し、その対応策について評価することが
想定される。

基礎点では、試験問題管理について仕様で特定された事項や最低限満たすべき要件への対応について、提案書の記載
があるかを評価することが想定される。
※ただし、試験問題管理に関する最低限の要求水準について、上記の「拠点・設備」分類や「個人情報保護及び情報
セキュリティ対策」分類で評価可能と考える場合には、「試験問題管理」分類において基礎点項目を設定する必要は
特にない。

(19)
試験問題輸送時の安全性・確実性を担保するための提案があるか（担当者の
選任、安全対策）。

－ ＃
加点では、試験問題管理に関して特にその確実性を高めるべき事項があればそれを特定し、民間の創意工夫を求め、
その対応策を評価することが想定される。

基礎点では、必要最低限の作業事項等を特定した上で、その実施の有無や提案書における記載の有無を評価すること
が想定される。

●●書類の封入・発送を迅速・正確に行うための工夫がみられるか。 － ＃
加点では、作業を正確・確実に実施することについて民間の技術・ノウハウの活用や創意工夫を評価することが想定
される。

●●書類の送達の確実性を担保するための提案があるか（送付の方法、送達
の確認方法）。

－ ＃
※「●●書類の不達及び再送付に関する志願者相談対応のため、●●＜発注者名＞との情報を共有する提案がある
か」のように、後述の「問合せ対応」分類にも関わる評価項目が見られる。どちらに位置付けるかは、事業特性に応
じて適宜判断することが想定される。

試験運営に関するマニュアル策定計画が記載されているか。 ※ －

試験運営の工程表作成計画が記載されているか。 ※ －
基礎点では、試験運営を実施するに当たり必須と考えられる作業を特定した上で、提案書での記載の有無等について
評価することが想定される。

多数の特定先
への重要書類
の送付

(10)

(14)

※

４．個別業務の実施方法

試験問題管理について仕様で特定された事項や最低限満たすべき要件が示さ
れているか。

●●書類の封入・送付・再送付の際の手順等実施方法が具体的に示されてい
るか。

(16)

(18)

(20)

(21)

※ －

「個人情報保護及び情報セキュリティ対策」は、試験事業で扱う個人情報や試験問題等の秘密情報のセキュリティ対策の
有無や内容の適切性等について評価する分類である。

「会場確保」は、試験に適した会場を、必要な地域で必要な数だけ確保することが可能かについて評価する分類である。

「多数の特定先への重要書類の送付」は、受験案内・願書等配布、受験案内・受験票の送付、合格証書送付等の作業につ
いて評価する分類である。

「試験運営」は、試験本番での運営業務について、業務内容の理解や業務計画の適切性等について評価する分類である。

「試験官確保、教育・研修」はそれらスタッフの確保や、確実・円滑に業務を遂行できるようにするための教育・研修の
実施の有無や内容の適切性等について評価する分類である。

「試験問題管理」は、試験問題を管理し、漏洩防止対応について評価する分類である。

「個別業務の実施方法」は、会場確保等の個別の業務について評価する分類である。

「受験願書受付・出願データ管理等」は、個人データ等の収集・管理について、評価する分類である。

会場確保の方法や手順等が具体的に示されているか。

－受験願書受
付・出願デー
タ管理等

受験願書受付業務の手順等実施方法が具体的に示されているか。

会場確保

試験官確保、
教育・研修

(12) ※ －

個人情報保護
及び情報セ
キュリティ対
策

試験問題管理

※ －

(22)

試験運営



大項目 評価項目

評価の基準、留意点等②加点

提案書審査における評価項目

①基礎点

分類

当日の試験運営、準備、後処理の具体的な実施方法、体制が具体的に明記さ
れているか。

－ ＃

マニュアルに基づく試験運営を徹底するための取組等が具体的に明記されて
いるか。

－ ＃

基礎点では、必要最低限の作業事項等を特定した上で、その実施の有無や提案書における記載の有無を評価すること
が想定される。

(25) 国の行政機関等からの疑義照会に対する対応が示されているか。 － ＃
加点では、作業の正確化や確実な実施のための民間の技術・ノウハウの活用や創意工夫を要請し、それを評価する項
目が想定される。

基礎点では、必要最低限の作業事項等を特定した上で、その実施の有無や提案書における記載の有無を評価すること
が想定される。

その他の創意
工夫

(28) その他事業計画について確実性を高めるための創意工夫がなされているか。 － ＃ 民間の創意工夫を期待する場合には、テーマを特定せず自由な提案を求めることが望ましい。

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進に関
する認定等取
得状況

(29)

a.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）
（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認
定企業）等
・プラチナえるぼし　＃点
・３段階目　♯点
・２段階目（※①）　♯点
・１段階目(※①）　♯点
・行動計画（※②）　♯点
b.次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）（次世代法）に基づ
く認定（くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認
定企業）等
・プラチナくるみん　＃点
・くるみん（令和７年４月１日以後の基準）
・くるみん（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）♯点
・トライくるみん（令和７年４月１日以後の基準）
・くるみん（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準）　♯点
・トライくるみん（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）♯点
・くるみん（平成29年３月31日までの基準）＃点
・行動計画（令和７年４月１日以後の基準）（※②）
c.青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）（若者雇用促
進法）に基づく認定
・ユースエール認定　♯点

※①　労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※②　常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る（計画期間が満
了していない行動計画を策定している場合のみ）。
※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うも
のとする。

－ ＃
「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領の一部改正について（通知）」（令和７年３
月31日内閣府男女共同参画局長通知）及び「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」
の一部を改正する決定（令和７年３月31日内閣府特命担当大臣（男女共同参画）決定）を参照のこと。

＃－

※ －

－※

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）第24条による。

受験者からの問合せ、クレーム、要望に対して迅速、適切に対する工夫が具
体的に明記されているか。

「問合せ等対応」は、受験者からの問合せへの対応について評価する分類である。

問合せ・苦情等の対応方法が明記されているか。

答案管理・採
点・合否判定

処理手順、実施方法等が明記されているか。

(26)

(27)

問合せなど等
対応

(23)

(24)

試験運営

「答案管理・採点・合否判定」は、答案を管理し、採点して合否判定する業務について、業務内容の理解や業務計画の適
切性、業務を確実に行いミスを生じさせないための工夫等について評価する分類である。

５．その他の創意工夫
「その他の創意工夫」では、当該事業の業務内容に応じて、上記の分類で当てはまらないものがあれば、適宜追加することが
想定される。

加点項目では、試験運営をより確実に実施するための民間の創意工夫について評価することが想定される。

加点では、迅速・適切・確実な対応のための民間の技術・ノウハウの活用や創意工夫を評価することが想定される。

６．ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標



大項目 評価項目

評価の基準、留意点等②加点

提案書審査における評価項目

①基礎点

分類

総合評価落札
方式における
賃上げを実施
する企業に対
する評価基準

(30)

以下のいずれかの要件に合致する場合、加点を行う。

・事業年度（令和○年度）（又は年（令和○年））において、対前年度比
（又は対前年比）で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を○％以上増
加させる旨、従業員に表明していること【大企業】
・事業年度（令和○年度）（又は年（令和○年））において、対前年度比
（又は対前年比）で「給与総額」を○％以上増加させる旨、従業員に表明し
ていること【中小企業等】

－ ＃

「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」（令和３年12月17日付財計第4803号）及
び同通知において別途通知するとされている率※を参照のこと。
※別途通知する率は、「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」（令和３年12月
17日付財計第4803号）第２（１）及び（２）に定める率について」（令和３年12月17日財務大臣通知）に基づき、令和７
年度についても、大企業３％、中小企業1.5％とされている。

●点 ##点

7．賃上げの実施を表明した企業等

合計

※･･･必須項目については、全てを満たした提案には基礎点として●点を配点し、一つでも欠ける提案は失格とする。
＃･･･加点項目については、必要な配点数を入れることとする。
項目ごとに加点すること。



　従来の実施状況に関する情報の開示

※指針を踏まえて作成のこと

　１　従来の実施に要した経費 　　　　　（単位：千円）

○○年度 △△年度 ××年度

（Ａ試験地）

委託費定額部分

委託費等 成果報酬等

旅費その他

計(a)

（Ｂ試験地）

委託費定額部分

委託費等 成果報酬等

旅費その他

計(b)

(a)＋(b) ＃＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃＃

※必要に応じて項目を追加

（注記事項）
1.外部委託を実施している主な事務・事業の契約期間及び契約金額
　(例)
  ○年度             ○○千円
  ○年度～○年度 ○○千円     内訳については、積算根拠となるような数字があれば、できる限り記載すること。
※施設の標準例を参照

2.実績の増減の要因（業務量の変動等）
　（例）○年度の試験については、制度改正に伴い出願者数が増加したため、人件費等が増加している。

＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃ ＃＃＃＃＃

別 紙 ２

この表は、民間競争入札に使用



　２　従来の実施に要した人員 　　　　　　（単位：人）

○○年度 △△年度 ××年度

（Ａ試験地）

業務従事者

（Ｂ試験地）

業務従事者

（月単位の人員配置状況を開示する場合の例) （人)

（Ａ試験地） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

○○年度

△△年度

××年度

（Ｂ試験地） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

○○年度

△△年度

××年度

＃＃ ＃＃ ＃＃

＃＃ ＃＃ ＃＃

（業務従事者に求められる知識・経験等）

（例）試験実施事業の公平・厳正な実施を確保する観点から、特に責任者の立場として常勤で業務に従事する者につい
ては、国家試験、公的試験又はこれらに類する試験の監督や出願受付業務を経験した者であることが望まれる。

（業務の繁閑の状況とその対応）
　（例）試験は、年１回（＃月）実施される。
　試験は例年＃月にその年度の実施が公告され、受験願書の受付・審査（＃月）及び受験票の発送（＃月）の時期は、
職員に加え、賃金職員、派遣職員を利用して対応している。
　試験会場の運営業務への対応については、試験監督員、管理員等については、職員に加え、他部門の職員の他、派
遣社員、謝金職員等により対応している。
　例年、願書の受付時期である＃月から受験票等の発送を完了する＃月、そして試験会場の運営業務が完了する＃月
までが事務の繁忙期となる。
　試験会場の確保については、試験日程が大学等のいわゆる受験シーズンと重なることから、会場に適した施設が確保
しづらい場合があるので、十分に留意して対応する必要がある。

（注記事項）
1.委託対象の業務に年度を通じて直接従事した常勤者及び非常勤者（委託事業を実施する部門において対象業務に従
事する人員）の人数を記載しています。
2.他の業務と兼務している者がいる場合には、当該業務に携わる比率を考慮して算定されています。
3.（業務の繁閑、特殊要因に応じ増減員がなされている場合の人員数の算定方法）
4.（業務の性質上一時的に短期の非常勤者を多数雇用している場合など、常勤者のみの記載では実態を表さない場合
にはその内容に関する情報開示）
5.（4.に記載した事項に係る人員数の算定方法）
6.・・・・・・



　３　従来の実施に要した施設及び設備

３－１　従来の実施に要した試験会場及び会場借料

年
度

試験地

A試験地

B試験地

A試験地

B試験地

A試験地

B試験地

※監督員等　…会場責任者以外の者

３－２　従来の実施に要した備品・消耗品

＃＃センター ＃＃ ＃＃ ＃＃ ＃＃

＃＃ ＃＃

＃＃

＃＃大学＃＃キャンパス

＃＃

＃＃大学＃＃キャンパス

＃＃

＃＃

＃＃ ＃＃ ＃＃

＃＃

計 ＃＃

＃＃

＃＃

＃＃

＃＃

＃＃センター ＃＃

計

計 ＃＃ ＃＃

＃＃

＃＃ ＃＃

＃＃

＃＃

＃＃大学＃＃キャンパス ＃＃ ＃＃

＃＃ ＃＃ ＃＃

＃＃センター ＃＃ ＃＃ ＃＃ ＃＃ ＃＃

＃＃

＃＃

＃＃

＃＃ ＃＃

＃＃

試験会場
受験者数

（人）
受験室数

（室）
会場借料
（千円）

監督員等
（人）

会場責任者

（人）

（例）

＃＃ ＃＃

＃＃

＃＃ ＃＃





　４　従来の実施における目的の達成の程度

（注記事項）
　（例）試験実施事業を適正、確実かつ公正に実施するため、試験問題・答案用紙等の印刷、運搬、保管等
については確実に秘密を保持し、また、受験願書の受付や答案用紙回収については１件の漏れなく行う必
要があります。

○○年度 △△年度

試験問題と答案用紙の梱
包、配送のミス

答案内容データの読み取り
漏れ、誤入力

答案内容の漏洩

合格者漢字データの作成漏
れ、ミス

0

0

合格者の個人データの漏洩

0

0

0

0

0

合格証書台紙の印刷ミス

合格証書等の発送で発送
漏れ、誤発送

0

0

試験問題の漏洩

目標・計画 実績

0

0

作業方針に沿わない業務の
執行、スケジュールの遅れ

願書の印刷ミス

受験願書データ作成での入
力ミス

出願者の個人データの漏洩

試験問題の印刷ミス

答案用紙の印刷ミス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

××年度

目標・計画 実績目標・計画 実績

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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　５　従来の実施方法等

従来の実施方法（業務フロー図等）

　

※業務スケジュールが暦年とは異なるクルーで実施されるなどの事情がある場合、必
要に応じて記載のこと。

（事業の目的を達成する観点から重視している事項）

※業務フロー図については、民間事業者との協議がどのタイミングで行われるか可視化
することとし、かつコストが計算できるようにしておくこと。

（注記事項）

【参考】 （経済産業省）計量士国家試験事業の例

７月

９月

１０月

１０月
中旬

１１月

１１月
中旬

１２月

１月

２月

３月

４月

５月末

地方本部
（各経済産業局等）

全体会合

試験実施日等の決定

試験実施日等について官報告示
（ＨＰでの公開含む）

試験案内（願書含）

原稿作成

印刷

案内書の配布

願書受付・審査

分科会（科目毎）

試験問題の作成

受験票発送

試験問題の確定試験問題

原稿作成

初校

追校

念校

試験問題用紙・答案用紙の梱包発送

答案用紙

原稿作成

印刷

試験監督

答案用紙送付

翌年試験会場手配
得点分布・人数

データ作成

合格基準の決定

正当番号発表（ＨＰ公表）

正答番号確認

合格発表（官報告示及びＨＰ公表）

合格証書等の発送

試験監督員等の確保 願書データ作成

合格者決定

原稿作成

「なるためには」

原稿作成

印刷

願書データの送付

民間に委託している業務 経済産業省が自ら行っている業務 民間競争入札の対象業務

印刷

答案内容データの作成

初校

追校

印刷

合格証書台紙

印刷

合格者漢字
データ作成

合格証書作成

計量士国家試験委員会

総本部
（経済産業省計量行政室）

出願者の
割付

試験地変更受付
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